
 

令和８年度県内転職支援事業委託業務公募型プロポーザル審査要領 

 

令和８年度県内転職支援事業委託業務に関するプロポーザルの審査について、次のとお

り定めます。 

 

１ 審査の対象となる事業者 

審査は、次の各号を全て満たす事業者を対象に行います。 

（１）別途定める「令和８年度県内転職支援事業託業務公募型プロポーザル募集要領」

（以下「募集要領」という。）に規定する資格要件を満たす参加者 

（２）募集要領に規定する期限内に、必要な書類の全てを適正に作成し提出した参加者 

 

２ 審査の項目及び点数 

審査委員１人当たりの総合点数は 100点とし、審査項目と審査項目ごとの配点は次の

とおりとします。 

 【審査基準】 

（１）事業全体          （25点） 

（２）提案内容          （35点） 

（３）実施体制・実施計画     （20点） 

（４）業務実績          （10点） 

（５）見積金額          （5点） 

（６）県が推進する施策への取組  （5点） 

 

３ 審査委員会 

参加者から提出された企画提案書に基づき、プレゼンテーションを行う審査委員会を

開催します。 

（１）日時・場所（予定） 

日時：令和８年５月中旬（調整中） 

   場所：（一社）高知県 UIターンサポートセンター ４階会議室 

        〒781-0830 高知市本町４丁目１－32 

（２）プレゼンテーション 

ア プレゼンテーションの時間は、１参加者あたり 20分以内とします。 

イ 各参加者のプレゼンテーション終了後、審査委員からの質疑の時間（20分予定）

を設けます。 

ウ 各参加者のプレゼンテーション開始時刻は、別途審査委員及び参加者に通知し

ます。 

 

４ 審査の方法 

（１）審査委員会では、提出された企画提案書及び審査委員会におけるプレゼンテー 



 

ションに対する審査を行います。 

（２）各審査委員は、プレゼンテーションと質疑の終了後、別途定める「審査基準」に

基づいて審査を行います。 

（３）全ての参加者の審査が終了したときには、各審査委員の評価点数を集計後、得点

の高い者から順に候補者と次点者を決定します。 

（４）審査の結果、最高点の者が同点で２者以上ある場合は、経費見積が安価な者から

順に候補者と次点者を選定します。 

（５）上記（３）、（４）にかかわらず、得点が総合点数の６割未満の場合は選定の対象

としません。 

 



 

別紙 

審査基準 

 審査の視点 配点 

事業全体 

・本委託業務の仕様書に掲げる目的を理解し、その目標達

成に向けた効果的かつ具体的な提案となっているか 

・県内の雇用情勢や求職者等の現状と課題を的確に把握・

分析しているか 

２５ 

提

案

内

容 

マッチン

グ業務 

・求職者へのカウンセリング、企業への提案、応募書類添

削、面接練習、採用面接前後支援、アフターフォローと

いった一連のマッチング業務が、具体的かつ実践的に計

画されているか。 

・求職者のニーズに応じたきめ細やかな支援が期待できる

か。 

１０ 

３５ 

相談対応

業務 

・相談者にとって、気軽に相談しやすい窓口になるための

多様な工夫があるか。 

・来所者及び電話応対の具体的な方法、事前予約がない場

合の対応等、誠実かつ丁寧な相談対応が期待できるか 

・本事業のターゲット層ではない求職者への他支援機関へ

の誘導方法が適切か 

１０ 

業務の記

録・報告・

検証体制 

・「マッチングッド」等への記録方法、月次報告、定例会等、

業務の進捗状況や成果を適切に管理・分析し、改善につ

なげる体制が明確か 

１０ 

関係機関と

の連携体制 

・ハローワークやジョブカフェこうち等、関係機関との連

携が具体的かつ実効的に計画されているか。 

・連携により求職者への多角的な支援が実現できるか 

５ 

実施体制・ 

実施計画 

提案内容を円滑に実施できる体制、スケジュールが確保さ

れているか。 
 

２０ 

 

・十分な能力と経験を有する責任者及び担当者の配置 

・求職者や企業等の情報を適切に取り扱い、管理する体

制（チェック体制含む）が構築できるか 

１０ 

・キャリアコンサルタントの資質向上やその他の業務従

事者のスキルアップ等が図られる体制、計画が組まれ

ているか 

５ 

・業務全体を効果的・安定的に実施することが可能なス

ケジュールとなっているか 
５ 

業務実績 
・同種、類似の業務実績はあるか。 

・本業務へのノウハウの活用を期待できるか。 
１０ 

見積金額 

・事業に要する経費は、積算内訳が明確にされ、経費が適

切に配分されているか。 

・費用対効果が高い提案となっているか。 

５ 

 



 

 

 審査の視点 配点 

県が推進する

施策への取組 

・「高知県ワークライフバランス推進企業」の認証を受け

ているか 

いずれか２つ

以上に該当す

る場合は５点 

・こうち男性育休推進企業に登録しているか 

・トライくるみん、くるみん、プラチナくるみん、えるぼ

し、プラチナえるぼしのいずれかの認証を受けているか 

・障害者の雇用促進に関する取組のうち、次のいずれかに

該当するか 

① 法定雇用率制度の適用があり、かつ、法的雇用利率

を超えて障害者を雇用しているか 

② 法的雇用利率制度の適用はないが、障害者雇用率に

算入される障害者を常用労働者として雇用してい

るか 

・「こうち SDGs推進企業」に登録しているか 

・「パートナーシップ構築宣言」に登録しているか 

・環境マネジメントシステムのうち、次のいずれかの認証

を受けているか 

① ISO14001 

② エコアクション 21 

計 １００ 


